
 

 

 

議案第４６号 

 

加西市立北条中学校外３校体育館空調設備整備工事請負変更契約の締結につい 

て 

 

 加西市立北条中学校外３校体育館空調設備整備工事請負契約について、下記のとおり請負

契約の変更をするため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４２年加西市条例第

６３号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月２５日提出 

 

                         加西市長 高 橋 晴 彦     

 

記 

 

１ 事 業 の 名 称  加西市立北条中学校外３校体育館空調設備整備工事 

２ 契 約 金 額  １７９，３００，０００円 

３ 工 事 完 了 期 限  変更前 令和 ８年 ３月３１日 

変更後 令和 ８年 ６月３０日 

４ 契 約 の 相 手 方  所在地 加西市北条町西南３７７番地 

             名 称 株式会社西村電気工事 

                  代表取締役 西村 昌也 

 

 



 

 
 

（審議資料） 

 

令和７年９月 29 日に請負契約を締結した加西市立北条中学校外３校体育館空調設備整

備工事について、工期の延長を行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 96条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

42年加西市条例第 63号）第２条の規定により、議会の議決を求めるもの。 
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